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指 名 停 止 措 置 の 概 要 

 

１ 指名停止措置業者名及び住所 

 ① 株式会社不動テトラ    ：東京都中央区日本橋小網町７－２  

       （法人番号：4010001141053） 

 ② 株式会社ナカノフドー建設 ：東京都千代田区九段北４－２－２８ 

       （法人番号：4010001008731） 

 ③ 瀬尾建設工業株式会社     ：北海道虻田郡倶知安町北３条東２－７ 

       （法人番号：3430001051764） 

 

２ 指名停止の期間 ： 令和６年 10月 25日～令和６年 12月５日（６週間） 

 

３ 指名停止の措置対象地区 ：北海道地区 

    

４ 事実概要 

当該事業者（不動テトラ・ナカノフドー・瀬尾北海道新幹線、中ノ沢高架橋特定建設

工事共同企業体）は、北海道新幹線建設局発注の「北海道新幹線、中ノ沢高架橋」工事

において、令和６年３月 20日、トレーラーから場所打杭の鉄筋かごを荷降ろしするため

に鉄筋かごのレバーブロックを緩めていたところ、鉄筋かごが荷崩れを起こし、被災者

が死亡する事故を発生させた。また、令和６年６月 12日、函館労働基準監督署より共同

企業体の代表者である株式会社不動テトラに対して、是正勧告書及び指導票が出された。 

 

５ 指名停止の理由 

４の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱（平成 15年 10月機構規程第 83号）別表第１第７号(下記参照)に該当す

る。 

 

別表第１  事故等に基づく措置基準 

措   置   要   件 期間及び措置対象地区 

 

１～６ 省略 

 

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故） 

７ 機構発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であ

ったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認め

られるとき。 

 

８ 省略 

 

 

省略 

 

 

当該認定をした日から

発生地区を対象として

２週間以上４か月以内 

 

省略 

 

 

 
＜問い合わせ先＞ 

鉄道・運輸機構 建設企画部 工事契約課  TEL ０４５－２２２－９０４１(直通) 


